
四日市市障害者体育センター条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和８年３月３１日 

                    四日市市長  森  智 広     

 

四日市市規則第３９号  

四日市市障害者体育センター条例施行規則の一部を改正する規則 

四日市市障害者体育センター条例施行規則（平成１５年四日市市規則第１４号）の

一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（使用許可の申請） （使用許可の申請） 

第４条 条例第５条第１項の規定によ

り、センターの使用許可を受けようとす

るものは、四日市市障害者体育センター

使用許可（使用料減免）申請書（第１号

様式）により市長に申請しなければなら

ない。 

第４条 条例第７条第１項の規定によ

り、センターの使用許可を受けようとす

るものは、四日市市障害者体育センター

使用許可（利用料金減免）申請書（第１

号様式）により指定管理者に申請しなけ

ればならない。 

２ 前項の申請は、使用しようとする日

（引き続き２日以上使用しようとする

場合は、その最初の日をいう。以下「使

用日」という。）の属する月の初日前１

月から受け付けるものとする。ただし、

条例第７条第１項各号に掲げるものが

使用しようとする場合は、使用日の属す

る月の初日前３月から受け付けるもの

とする。 

２ 前項の申請は、使用しようとする日

（引き続き２日以上使用しようとする

場合は、その最初の日をいう。以下「使

用日」という。）の属する月の初日前１

月から受け付けるものとする。ただし、

条例第９条第１項各号に掲げるものが

使用しようとする場合は、使用日の属す

る月の初日前３月から受け付けるもの

とする。 

３及び４ （略） ３及び４ （略） 

  

（使用の許可） （使用の許可） 

第５条 市長は、前条第１項に規定する

使用許可の申請について適当と認めた

第５条 指定管理者は、前条第１項に規

定する使用許可の申請について適当と



ときは、使用許可を決定し、四日市市障

害者体育センター使用許可（使用料減

免）決定書（第２号様式。以下「許可書」

という。）を申請者に交付するものとす

る。 

認めたときは、使用許可を決定し、四日

市市障害者体育センター使用許可（利用

料金減免）決定書（第２号様式。以下「許

可書」という。）を申請者に交付するも

のとする。 

２ （略） ２ （略） 

  

（使用の変更及び取消し） （使用の変更及び取消し） 

第６条 使用者は、許可書に記載された

事項を変更し、又は施設の使用を取り消

そうとするときは、四日市市障害者体育

センター使用変更（取消）許可申請書（第

３号様式）に許可書を添えて市長に提出

しなければならない。この場合におい

て、使用日又は使用時間区分を変更しよ

うとするときは、使用日の７日前（当該

日が窓口業務日でない場合は、その直前

の窓口業務日）までに申請しなければな

らない。 

第６条 使用者は、許可書に記載された

事項を変更し、又は施設の使用を取り消

そうとするときは、四日市市障害者体育

センター使用変更（取消）許可申請書（第

３号様式）に許可書を添えて指定管理者

に提出しなければならない。この場合に

おいて、使用日又は使用時間区分を変更

しようとするときは、使用日の７日前

（当該日が窓口業務日でない場合は、そ

の直前の窓口業務日）までに申請しなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の規定により、使用の

変更又は取消しを許可したときは、四日

市市障害者体育センター使用変更（取

消）許可書（第４号様式。以下「変更（取

消）許可書」という。）を申請者に交付

するものとする。 

２ 指定管理者は、前項の規定により、

使用の変更又は取消しを許可したとき

は、四日市市障害者体育センター使用変

更（取消）許可書（第４号様式。以下「変

更（取消）許可書」という。）を申請者

に交付するものとする。 

３ 市長は、使用日又は使用時間区分の

変更を許可したときは、当該許可に対す

る再度の変更は許可しないものとする。 

３ 指定管理者は、使用日又は使用時間

区分の変更を許可したときは、当該許可

に対する再度の変更は許可しないもの

とする。 

  

（附属設備の使用料） （利用料金） 

第７条 附属設備の使用料は、それぞれの 第７条 指定管理者は、条例第８条第２



種別ごとに別表で定める額とする。 項に規定する利用料金の額を定めると

きは、利用料金承認申請書（第５号様式）

を市長に提出し、その承認を受けなけれ

ばならない。 

 ２ 附属設備の利用料金は、それぞれの

種別ごとに別表で定める額を上限とす

る。 

  

（使用料の納付） （利用料金の納付） 

第８条 条例第６条第１項ただし書の規

定により使用料を許可後に納付するこ

とができる場合は、次に掲げるとおりと

する。 

第８条 条例第８条第１項ただし書の規

定により利用料金を許可後に納付する

ことができる場合は、次に掲げるとおり

とする。 

(1) 国又は地方公共団体が使用する場

合において使用料を前納できないと

き。 

(1) 国又は地方公共団体が使用する場

合において利用料金を前納できない

とき。 

(2) その他市長が、特に必要と認めたと

き。 

(2) その他指定管理者が、特に必要と認

めたとき。 

２ 第６条第２項の規定により、使用の

変更を許可された場合において、既納の

使用料の額が変更後の使用料の額に対

して不足を生じるときは、使用者は、直

ちに当該不足額を納付しなければなら

ない。 

２ 第６条第２項の規定により、使用の

変更を許可された場合において、既納の

利用料金の額が変更後の利用料金の額

に対して不足を生じるときは、使用者

は、直ちに当該不足額を納付しなければ

ならない。 

  

（使用料の還付） （利用料金の還付） 

第９条 条例第８条ただし書の規定によ

り使用料を還付する場合及び還付する

額は、次に掲げるとおりとする。 

第９条 条例第１０条ただし書の規定に

より利用料金を還付する場合及び還付

する額は、次に掲げるとおりとする。 

 還付する場合 還付する額   還付する場合 還付する額  

 （略） 使用料の全額   （略） 利用料金の全額  



 （略） 既 納 の 使 用 料 か ら

取消料（使用料から

消 費 税 及 び 地 方 消

費 税 に 相 当 す る 額

を 除 い た 額 の １ ０

０ 分 の ５ ０ に 相 当

する額。ただし、１

０ 円 未 満 の 端 数 が

生じた場合は、これ

を 四 捨 五 入 し た 額

とする。）を差し引

いた額 

  （略） 既 納 の 利 用 料 金 か

ら取消料（利用料金

か ら 消 費 税 及 び 地

方 消 費 税 に 相 当 す

る 額 を 除 い た 額 の

１ ０ ０ 分 の ５ ０ に

相 当 す る 額 。 た だ

し、１０円未満の端

数が生じた場合は、

こ れ を 四 捨 五 入 し

た額とする。）を差

し引いた額 

 

２ 使用者が第６条第２項の規定に基づ

きセンターの使用の変更を許可された

場合において、既納の使用料に過納金が

生じたときは、市長はこれを還付するも

のとする。 

２ 使用者が第６条第２項の規定に基づ

きセンターの使用の変更を許可された

場合において、既納の利用料金に過納金

が生じたときは、指定管理者はこれを還

付するものとする。 

３ 前２項の規定により、使用料の還付

を受けようとするものは、四日市市障害

者体育センター使用料還付申請書（第５

号様式）に第１項表アの場合にあっては

許可書及び使用料領収書を、同項表イ及

び前項の場合にあっては変更（取消）許

可書及び使用料領収書を添えて市長に

申請しなければならない。 

３ 前２項の規定により、利用料金の還

付を受けようとするものは、四日市市障

害者体育センター利用料金還付申請書

（第６号様式）に第１項表アの場合にあ

っては許可書及び利用料金領収書を、同

項表イ及び前項の場合にあっては変更

（取消）許可書及び利用料金領収書を添

えて指定管理者に申請しなければなら

ない。 

４ 市長は、前項に規定する申請を受理

し、還付を決定したときは、四日市市障

害者体育センター使用料還付決定通知

書（第６号様式）を申請者に交付するも

のとする。 

４ 指定管理者は、前項に規定する申請

を受理し、還付を決定したときは、四日

市市障害者体育センター利用料金還付

決定通知書（第７号様式）を申請者に交

付するものとする。 



  

（使用者の遵守事項） （使用者の遵守事項） 

第１０条 使用者及びセンターを使用す

る者（以下「使用者等」という。）は、

条例及びこの規則に定めるもののほか、

次の各号に掲げる事項を守らなければ

ならない。 

第１０条 使用者及びセンターを使用す

る者（以下「使用者等」という。）は、

条例及びこの規則に定めるもののほか、

次の各号に掲げる事項を守らなければ

ならない。 

(1)から(4)まで （略） (1)から(4)まで （略） 

(5) その他市長が定める事項及び係員

の指示に従うこと。 

(5) その他指定管理者が定める事項及

び係員の指示に従うこと。 

  

（施設等の損傷等の届出） （施設等の損傷等の届出） 

第１２条 使用者等は、施設等を損傷又

は滅失したときは、直ちに、理由を付し

て市長に届け出なければならない。 

第１２条 使用者等は、施設等を損傷又

は滅失したときは、直ちに、理由を付し

て指定管理者に届け出なければならな

い。 

  

（使用後の届出及び点検） （使用後の届出及び点検） 

第１３条 使用者は、条例第１３条の規

定により、施設等を原状に復したとき

は、速やかに市長に届け出るとともに、

係員の点検を受けなければならない。 

第１３条 使用者は、条例第１５条の規

定により、施設等を原状に復したとき

は、速やかに指定管理者に届け出るとと

もに、係員の点検を受けなければならな

い。 

 

改正後 

別表（第７条関係） 

 種別 単位 使用料  

 （略）  

 備考 

 １及び２ （略） 

 ３ 条例第７条第１項各号に掲げるものが使用する場合は、無料とする。 

 



改正前 

別表（第７条関係） 

 種別 単位 利用料金の上限額  

 （略）  

 備考 

 １及び２ （略） 

 ３ 条例第９条第１項各号に掲げるものが使用する場合は、無料とする。 

 

 第１号様式から第６号様式までを次のように改める。 



第１号様式（第４条関係） 

 

四日市市障害者体育センター使用許可（使用料減免）申請書 

年  月  日 

四日市市長 

申請者 住 所                

氏 名（団体名）           

電 話               

使用目的（減免

を希望する場 

合はその理由） 

 

使用人員 

人 

うち障害者 

人 

使 用 日 時 
    年  月  日 午前・午後  時  分から 

    年  月  日 午前・午後  時  分まで 

使 用 器 具  

特 別 の 設 備 
 

使 用 責 任 者 

住所及び氏名 

□申請者と同じ        （電話         ） 

主 催 者 

住所及び氏名 

□申請者と同じ        （電話         ） 

（備考） 特別の設備をする場合は、その旨を文書で申請してください。 

 

※ 処 理 欄 （記入しないでください。） 

受 付 年 月 日 年  月  日 許可年月日・番号 
年  月  日 

第     号 

使 用 料 

施 設 
円 円 

合計 

円 

収納番号 

第     号 

附属設備 円 円 円 収納確認印 

減 免 額 円 円 円 

納 付 額 円 円 円 

使用料の減免 □ しない   □ する（条例第７条第２項による） 

許可の条件等  

 

 



第２号様式（第５条関係） 

 

四日市市障害者体育センター使用許可（使用料減免）決定書 

年  月  日 

 申請者 住 所            

     氏 名（団体名）       

     電 話            

四日市市長        印  
使 用 目 的 ( 減 

免 決 定 理 由 ) 

 
使用人員 人 

使 用 日 時 
    年  月  日 午前・午後  時  分から 

    年  月  日 午前・午後  時  分まで 

使 用 器 具  

特 別 の 設 備  

使 用 責 任 者 

住所及び氏名 

□申請者と同じ        （電話         ） 

主 催 者 

住所及び氏名 

□申請者と同じ        （電話         ） 

（備考） 

（１）四日市市障害者体育センター条例及び同条例施行規則の規定を遵守し、係員の指

示に従ってください。 

（２）許可書に変更のあるときは、直ちに連絡をしてください。 

（３）使用後は、設備等を原状に復し、係員の点検を受けてください。 

 

※ 処 理 欄 （記入しないでください。） 

受 付 年 月 日 年  月  日 許可年月日・番号 
年  月  日 

第     号 

使 用 料 

施 設 円 円 

合計 

円 

収納番号 

第     号 

附属設備 円 円 円 領収印 

減 免 額 円 円 円 

納 付 額 円 円 円 

使用料の減免 □ しない   □ する（条例第７条第２項による） 

許可の条件等  
 

 



第３号様式（第６条関係） 

 

四日市市障害者体育センター使用変更（取消）許可申請書 

年  月  日 

 四日市市長 

申請者 住 所                

氏 名（団体名）           

電 話                

 四日市市障害者体育センターの使用変更（取消）許可を受けたいので、次のとおり申請

します。 

許 可 年 月 日 年  月  日 許 可 番 号 第      号 

使 用 日 時 
    年  月  日 午前・午後  時  分から 

    年  月  日 午前・午後  時  分まで 

行 事 の 名 称  

変更(取消)理由  

変 更 内 容  

（備考） 許可書を添付してください。 

 

 

※ 処 理 欄 （記入しないでください。） 

 

使用料の精算 

変 

更 

変更後の使用料 差 引 使 用 料 
収納番号 
 

第     号 

円 円 収納確認印 

 

 

 
取 

消 

徴 収 金  

既納使用料 円  

  

 

円 

徴 収 の 理 由  四日市市障害者体育センター条例施行規則

第８条第１項の規定により、使用料（使用料

から消費税及び地方消費税に相当する

額を除いた額）の  割を徴収します。 

受 付 年 月 日 年  月  日 許可年月日・番号 
年  月  日 

第     号 
 

 



第４号様式（第６条関係） 

 

四日市市障害者体育センター使用変更（取消）許可書 

年  月  日  

 申請者 住 所            

     氏 名（団体名）       

     電 話            

四日市市長       印 

 

 四日市市障害者体育センターの使用変更（取消）許可を次のとおり許可します。 

許 可 年 月 日 年  月  日 許可番号 第     号 

使 用 日 時 
    年  月  日 午前・午後  時  分から 

    年  月  日 午前・午後  時  分まで 

行 事 の 名 称  

変更(取消)理由  

変 更 内 容  

※ 処 理 欄 （記入しないでください。） 

 

使用料の精算 

変 

更 

変更後の使用料 差 引 使 用 料 
収納番号 
 

第     号 

円 円 領収印 

 

 

 取 

消 

徴 収 金  

既納使用料 円  

  

 

円 

徴 収 の 理 由  四日市市障害者体育センター条例施行規則

第７条第１項の規定により、使用料（使用料か

ら消費税及び地方消費税に相当する額を除い

た額）の  割を徴収します。 

受 付 年 月 日 年  月  日 許可年月日・番号 
年  月  日 

第     号 

 

 

 



第５号様式（第９条関係） 

 

四日市市障害者体育センター使用料還付申請書 
年  月  日  

 四日市市長 

申請者 住 所                

氏 名（団体名）           

電 話                
 

 次の理由により四日市市障害者体育センター使用料の還付を申請します。 

使 用 日 時 
    年  月  日 午前・午後  時  分から 

    年  月  日 午前・午後  時  分まで 

行 事 の 名 称  

許 可 番 号 第     号 

還付申請の理由 
 

（注） 許可書を添付してください。 

 

 

 

※ 処 理 欄 （記入しないでください。） 

納付した使用料 円   

収 納 番 号 第      号 還付領収印 
 
 

 
還 付 決 定 額 円 

 

 



第６号様式（第９条関係） 

 

四日市市障害者体育センター使用料還付決定通知書 
年  月  日  

 申請者 住 所            

     氏 名（団体名）       

     電 話            

四日市市長       印 
 

     年  月  日付けで申請のありました四日市市障害者体育センター使用料

の還付については、次のとおり決定しました。 

使 用 日 時 
    年  月  日 午前・午後  時  分から 

    年  月  日 午前・午後  時  分まで 

許 可 番 号 第     号 

行 事 の 名 称  

還付申請の理由 
 

納付した使用料 円 収 納 番 号 第      号 

還 付 決 定 額           円 
 

 



 第７号様式を削る。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の四日市市障害者体育センター条例施

行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお

使用することができる。 

（健康福祉部障害福祉課） 

 


